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日本政府は，人種差別撤廃条約４条⒜および⒝に留保を付して加入した。しかし，同条⒞に

基づき「公の当局・機関が人種差別を助長・扇動することを認めないこと」，また，自由権規約20

条に基づく民族的・人種的・宗教的憎悪の唱道（ヘイトスピーチ）を法律で禁止することは，条約

上の義務である。人権条約適合的解釈をするならば，憲法「21 条と結びついた13 条」がヘイトス

ピーチによって人間の尊厳を侵されない自由を保障し，集団に対する民族的憎悪唱導が，侮辱・名

誉棄損により人間の尊厳を害する表現，差し迫った危険を伴う扇動，違法な暴力行為を加える真の

脅迫にあたる場合は，刑事罰も許されるものと思われる。また，刑事罰を除いた形で，必要な行政

措置の根拠法令を制定することや，職場や大学でのエスニックハラスメント規制も重要である。本

稿は，ドイツ，イギリス，スウェーデン，フランス，カナダ，アメリカなどの諸外国におけるヘイ

トスピーチ規制の問題を分析しながら，日本における規制の課題と展望について考察する。

１　はじめに：人権条約と日本の批准状況

第２次世界大戦後，人権を国際的に保障する取り組みが発展した背景には，ナチスによるユダヤ

人大量虐殺への反省がある。その後のヨーロッパ諸国におけるネオ・ナチの活動や南アフリカにお

けるアパルトヘイト政策による人種差別への対応の必要も意識され，人種差別撤廃条約は，１９６5 年

１2 月 2１ 日に国連総会で採択された。また，１９６６ 年 １2 月 １６ 日に自由権規約が，国連総会で採択さ

れている。日本政府は，１９7９ 年に自由権規約を批准したものの，人種差別撤廃条約には １９９5 年に

なってようやく加入した。１4６ 番目の締約国となるほど，加入が遅れた理由は，いわゆるヘイトス

ピーチを法律で処罰することが憲法の表現の自由に反すると考えられたからである。

ヘイトスピーチ，たとえば「差別・敵意・暴力の扇動 ＊１ となる民族的・人種的・宗教的憎悪の唱

道」を「法律で禁止」することは，自由権規約 20 条が，すでに定めている。しかし，法律で禁止

することは，刑事罰を科すことまでは要請していない。20 条に刑事罰を要件としなかった背景には，

刑事罰への積極論と消極論の対立があった。積極論は，近代の宣伝を巧みに操る権力の経験から
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は，刑事罰をもってはじめて目的が達成しうるという。消極論は，条約の制定段階で，自由権規約

１９ 条３項の表現の自由の制約条項があれば，人種的憎悪の扇動防止に十分であり，それ以上の規定

は表現の自由にとって危険であるという。そこで，「法律で禁止」するとの文言は，刑事罰や事前の

検閲を必要とするものではない（Nowak， 2005：470）＊2。しかし，自由権規約委員会によれば，その

ような憎悪「唱導が公序（public policy）に反することを明確にし，かつ，侵害の場合に適切な制裁

を定める法律が存在しなくてはならない」とある ＊３。制裁の仕方には，民事的な制裁と行政的な制

裁もある。民事的制裁としては，損害賠償のほか，訂正権や反論権などがある（UN Human Rights 

Council， 20１３：para.３4）。行政的制裁としては，憎悪表現の削除命令，公費助成の取消，資格の取消，

懲戒処分 ＊4，団体の解散などもある。

一方，人種差別撤廃条約４条 ⒜ は人種的優越・憎悪に基づく思想の流布・人種差別の扇動を，

同条 ⒝ は人種差別団体への加入とその宣伝活動などの差別的行為を，「法律で処罰」すべき義務を

締結国に課す。法律で処罰することは，刑事罰を科すことを要請している。日本政府は，人種差別

撤廃条約の締結の際，条約の４条 ⒜ および ⒝ の適用を除外する意思表示を行い，「日本国憲法の

下における集会，結社及び表現の自由その他の権利の保障と抵触しない限度において，これらの規

定に基づく義務を履行する」という「留保」をつけた ＊5。その理由は，憲法 2１ 条の表現の自由の重

要性から，表現行為等の制約に当たっては過度に広範な制約は認められず，憲法 ３１ 条から，刑罰

法規の規定は具体的であり，意味が明瞭でなければならないからである。人種差別撤廃条約４条の

定める概念は，様々な場面における様々な態様の行為を含む非常に広いものが含まれる可能性があ

り，それらすべてにつき（名誉毀損罪，侮辱罪，脅迫罪等の）現行法制を越える刑罰法規をもって規制

することは，表現の自由その他憲法の規定する保障と抵触するおそれがあると日本政府は国連の人

種差別撤廃委員会に報告している ＊６。しかし，人種差別撤廃委員会は，人種的優越・憎悪に基づく

思想の流布を禁止することは，表現の自由と整合するとして，人種差別の処罰化と，人種差別的行

為からの効果的な保護と救済へのアクセスの確保と，人種差別を非合法化する特別な法律の制定を

日本政府に勧告している ＊7。

他方，人種差別撤廃条約４条 ⒞ が「国・地方の公の当局・機関が人種差別を助長・扇動するこ

とを認めないこと」を定めている部分，自由権規約 20 条が「差別・敵意・暴力の扇動となる民族

的・人種的・宗教的憎悪の唱道は，法律で禁止する」と定めている部分には，日本政府は留保をつ

けていない ＊８。そこで，両条約の趣旨を踏まえた差別禁止法の制定が望まれる ＊９。

２　日本国憲法の下でのヘイトスピーチ規制の可能性

従来，アメリカの憲法学説の影響を受けて，ヘイトスピーチ規制への消極論が日本でも有力で

あった。第１に，思想の自由競争の結果，間違った思想は淘汰されると考える「思想の自由市場」

論からすれば，ヘイトスピーチは，法規制ではなく，「対抗言論」を原則とし，啓発や教育で対処

すべき問題である。第２に，政府が一定の表現内容を有害として規制することは，政府批判の表現

を規制することにもつながりかねないので，「明白かつ現在の危険」の基準に照らし，暴力行為を引
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き起こす「差し迫った危険」がある場合にのみ規制を限定すべきである。第３に，表現の自由は規

制に弱いデリケートな性格をもっており，ヘイトスピーチの範囲の確定が不明確なので，「明確性

の理論」からは，表現の自由を自主規制する「萎縮的効果」ゆえに規制に慎重な議論がある（市川， 

200３：5６－5８）。今日でも，第４に，ごく例外的な範囲の規制を行っても効果が期待できず，差別を容

認しないという政府の姿勢の「シンボル的効果」のための表現規制は不合理である。第５に，ヘイ

トスピーチが政治的な論点に関する場合もあり，政治的意見とヘイトスピーチの区別は容易ではな

いので，表現の自由として保障すべきである（小谷， 20１4：９６－１00）。第６に，政府が言論の価値を判

定してはならず，ヘイトスピーチを価値の低い表現として規制することは，社会的な有用性にかか

わらず保障されるべき表現の自由の「正当化根拠」を見落としているという（斎藤， 20１６：６2）。

近年は，日本でも，特定の民族集団等に対する侮辱的発言による嫌がらせを自己目的とするヘ

イトスピーチが深刻になると，国連の人権機関の勧告にも耳を傾けるようになり，規制積極論も有

力になりつつある。第１に，ナチスが表現の自由を行使してヘイトスピーチを行い，権力を奪取し，

反対勢力を駆逐した歴史的事実からは，「思想の自由市場」論の説得力は疑わしく，マイノリティに

沈黙を迫る構造もあり，「対抗言論」が成り立たない場合がある（師岡， 20１３：１57－１６１）。第２に，特

定の民族集団等への差し迫った危険を伴う暴力行為の扇動や，侮辱行為を自己目的とするような限

定的な場合の処罰規定が明確であれば，日本国憲法下でも許容されるといった「条件付き合憲論」

が，従来，有力とされてきたにすぎない（奈須， 200１：245；20１３：27）。社会における人々の平和的共

存が脅かされる危険が客観的に存在する場合には表現の規制も可能である（毛利， 20１4：2３5）。また，

違法行為の扇動禁止を合憲とした渋谷暴動事件をはじめとする日本の最高裁判例の立場からは，ヘ

イトスピーチ規制も認められるという（曽我部， 20１5：１5３）。第３に，ヘイトスピーチの範囲の確定

が不明確な点は，できるだけ明確な規定を定めたり，限定合憲解釈を施したりするといった立法技

術や司法運用の問題といえる。また，（「信条」には限定留保を付しながら）憲法 １4 条１項後段の列挙事

由に基づく誹謗に限定すれば明確化の要請を満たすという見解もある（棟居， １９９９：１04－１05）。第４に，

ヘイトスピーチ規制の効果は，単なるシンボル的効果とは違い，行政の規制根拠としての意義も大

きく，規制法がないために適切な行政対応ができない状態とは比べ物にならない。第５に，政治的

な意思表明ではなく，侮辱を自己目的とするような特定の民族に対する特にひどい侮辱的表現の処

罰は可能である（市川， 20１5：１３0）。また，政治的表現にあたる場合であっても，ナチスのユダヤ人

迫害やルワンダでのツチ族への迫害などの扇動を政治的に利用したことが，大量虐殺をもたらした

のであって，特定の宗教や民族的憎悪を煽る政治的な表現がジェノサイドの危険をもたらすことに

も留意する必要がある（師岡， 20１３：６１－６2）。ヘイトスピーチが，成熟した民主主義社会においてジェ

ノサイドを引き起こすという因果関係は実証されていないものの，それが人々の意識に「影響」を

及ぼすことは否定できない。そうした「害悪」をもたらす行為が実行に値すると唱道する「表現行

為」を禁止する手段を用いて，「害悪」の発生を抑止することは許されないという消極論もあるが

（小泉， 20１６：９９－１00），アメリカにあっても，ジェノサイド（国民的・人種的・民族的・宗教的集団の抹殺

等）の「扇動」という「表現行為」には刑事罰（50 万ドル以下の罰金もしくは５年以下の禁固，またはそ

の両方）を課して禁止していること（１８ U.S. Code § １0９１）にも目を向けるべきである。第６に，公的
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言論が重要といっても絶対の保護を受けることはあり得ず，人間の尊厳や平等といった「他の民主

的価値」との衡量ないし「個人の権利基底的な枠組」に立ち返った考察が必要である（桧垣， 20１３：

３045）。政府は言論の価値の問題を避けて通ることはできず，特定の民族等の「人間の尊厳」や市民

としての地位を否定するような害悪を生むヘイトスピーチの規制は，「民主的正統性」をもちうる

（奈須， 20１６：１８－2１）。人種的憎悪の扇動を禁止することが不可欠だということは，ジェノサイド条約

の発効を経て，人種差別撤廃条約や自由権規約の発効によって国際コンセンサスになっている（遠

藤， 20１4：5６； 藤井， 20１６：８１）。

人権条約適合的解釈からは，憲法「2１ 条と結びついた １３ 条」が，民族的・人種的・宗教的憎悪

の唱導（ヘイトスピーチ）によって人間の尊厳を侵されない自由を保障し，表現の自由の必要やむを

えない制約として，一定の場合の刑事罰も許される。たとえば，集団に対する民族的憎悪唱導が，

侮辱・名誉棄損により人間の尊厳を害する表現，差し迫った危険を伴う扇動，違法な暴力行為を

加える真の脅迫にあたる場合は，表現の自由の制約が，正当化されるものと思われる（近藤， 20１６：

222）。憲法 １３ 条は「すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福追求に対する国

民の権利については，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重を必要と

する」と定めている。公共の福祉とは，公平の原理としての比例原則の認める利益を意味し，権利

の「最大の尊重を必要とする」１３ 条は，規制手段が規制目的に照らし比例的であることを要請す

る（近藤， 20１5）。また通説は，憲法 １３ 条の個人の尊重は，人間の尊厳を保障していると解している

（芦部， 20１5：８2； 宮沢， １９74：１３－１4）＊１0。ならば，人間の尊厳という保護法益を侵害する表現は，公

共の福祉に反し，表現の自由の濫用として制約されうる点にも目を向ける必要がある。日本国憲

法 2１ 条では，「表現の自由は，これを保障する」とあり，その制約の場合を明示していない。しか

し（人間の尊厳に関する憲法規定をもたず，自由権規約 20 条を留保し，上院が承認する際にジェノサイド条約

を除きほとんどの人権条約の自動執行力を否認する旨を宣言しているアメリカとは違い，日本は人間の尊厳と類

似の憲法規定をもち ＊１１，自由権規約 20 条を留保なく批准し，日本国憲法 ９８ 条２項が条約の誠実な遵守を要請

しているのであって），自由権規約 １９ 条２項は「表現の自由」を定め，同３項は「 ⒜ 他の者の権利

又は信用の尊重， ⒝ 国の安全，公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護」の目的のために必

要な制限に限定している。こうした目的に必要な制限であるかどうかについて，自由権規約委員会

は，比例原則を用いたより厳格な審査の手法を提供している（東澤， 20１2； Joseph and Castan， 20１4：

paras.１８. ３0－３１）。同３項の「他の者（others）」には，民族等の構成員の人々が含まれ，「権利又は信

用（reputations）」の内実には，人間の尊厳が含まれる。ヘイトスピーチの被害は，単なる名誉感情

の問題とみるべきではなく，人間の尊厳にかかわる問題である（曽我部， 20１5：１55）。民族的・人種

的・宗教的属性によって，社会の成員として取り扱われるのに値しないと主張するような，集団に

向けられた攻撃からの保護，すなわち「人間の尊厳」の保護が問題となる（ウォルドロン， 20１5：１25）。

ヘイトスピーチは，最も基本的な権利としての「人間として承認される権利」を侵害するものであ

る（Heyman， 200８：１８３）。したがって，「ヘイトスピーチ」が，民族的・人種的・宗教的少数者の人

間の尊厳を損なうか否かを比例原則に照らし審査する法制度は，憲法および人権条約上の要請とい

える。日本国憲法の体系の中で，憲法 １３ 条の背後にある，人間の尊厳や，公共の福祉の比例原則
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的理解が，普遍的な人権をめざす人権諸条約の理念とともに浸透するにつれ，また，ヘイトスピー

チ規制を必要とする，対抗言論が成り立ちにくい深刻な人権侵害の立法事実が確認されるのであれ

ば，今後，規制積極論は増えていくことが予想される。

なお，刑事罰を除いた形で，必要な行政措置の根拠法令を制定することも重要である。さらに，

多くの職場や大学でハラスメント防止の規則が整備されているが，セクシャルハラスメントと並ん

でエスニックハラスメントを禁止する取り組みも必要である ＊１2。

ヘイトスピーチやヘイトクライムに関連する日本の判例をみると，いわゆる京都朝鮮学校襲撃事

件では，刑事事件において，「正当な政治的表現の限度を逸脱した違法なもの」と認定し，侮辱罪・

威力業務妨害罪・器物損壊罪により１人を懲役２年，２人を同１年６カ月，１人を同１年（いずれも

執行猶予４年）の有罪判決を言い渡している ＊１３。民族などの集団に対するヘイトスピーチを処罰する

法律がない中で，既存の侮辱罪等が京都朝鮮学校という法人に対して適用された。特定の民族等に

対する憎悪・偏見に基づく犯罪の罰則を加重するヘイトクライム法のない中で，レイシズムに基づ

く犯罪動機を重く処罰するという判断は，必ずしも明らかにはなっていない ＊１4。

また，いわゆるヘイトスピーチ街頭宣伝差止等請求事件では，民事事件において，民法 70９ 条の

不法行為としての損害賠償や差止が認められている ＊１5。特筆すべきは，「名誉毀損等の不法行為が

同時に人種差別にも該当する場合，あるいは不法行為が人種差別を動機としている場合も，人種差

別撤廃条約が民事法の解釈適用に直接的に影響し，無形損害の認定を加重させる要因となることを

否定することはできない」と判示している点である。しかし，人種差別撤廃条約自体を適用したわ

けではなく，損害の認定を加重させる要因として援用しているにすぎない。なお，同事件の高裁判

決では，「学校における教育業務を妨害し，被控訴人の学校法人としての名誉を著しく損なうもので

あって，憲法 １３ 条にいう『公共の福祉』に反しており，表現の自由の濫用であって，法的保護に値

しないといわざるを得ない」と判示している。ヘイトスピーチを表現の自由の濫用と認定している

点も注目に値する。

さらに，「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」（以下，

「差別的言動解消法」）が成立し，施行される前に在日コリアンの集住する川崎市の桜本地区でのヘイ

トデモ禁止仮処分命令事件がある。横浜地裁は，「住居において平穏に生活する権利，自由に活動す

る権利，名誉，信用を保有する権利は，憲法 １３ 条に由来する人格権」として強く保護される。ま

た，「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する，差別的言動解消法２条に該当する差別

的言動は，上記の住居において平穏に生活する人格権に対する違法な侵害行為に当たるものとして

不法行為を構成する」。そして「住居において平穏に生活する人格権を侵害する程度が顕著な場合に

は，……差別的言動の差止めを求める権利を有する」とともに，ここでも，「もはや憲法の定める集

会や表現の自由の保障の範囲外であることは明らか」であると判示している ＊１６。

なお，かつて，最高裁は，政見放送削除事件において，「身体障害者に対する卑俗かつ侮蔑的表

現」が「他人の名誉を傷つけ善良な風俗を害する等政見放送としての品位を損なう言動を禁止した

公職選挙法 １50 条の２の規定に違反する」と判示した ＊１7。同様の品位を損なう言動の禁止は，人種

差別的な言動にも及ぶものと解され，ヘイトスピーチを唱道する政党の候補者の政見放送の部分的
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な削除も判例上は認められるものと思われる。

３　諸外国のヘイトスピーチ規制

ドイツでは，民衆扇動罪として，１９６0 に改正された刑法 １３0 条１項が以下のように定めている。

「公共の平穏を害しうる態様で，①国民的集団・人種的集団・宗教的集団・民族的出身によって特定

される集団や，その構成員である個人に対して，憎悪をあおり，暴力的・恣意的な措置をとるよう

扇動した者，または，②そのような集団や個人を，そのような集団に属することを理由として，侮

辱・誹謗・中傷することにより，他の者の人間の尊厳を害した者は，３カ月以上５年以下の自由刑

に処する」。同２項が１項に該当する内容の文書の頒布などの禁止を定めている。その後 １９９4 年に

新設された同３項がホロコーストの存在を否定することなどの禁止を，2005 年に新設された第４項

がナチスの賛美の禁止を定める。

イギリスでは，１９８６ 年の公共秩序法 １８ 条１項が人種的憎悪扇動罪を定めている。すなわち，「脅

迫的・罵倒的・侮辱的言葉もしくは行為，またはそのような文書を示すことにより，人種的憎悪を

扇動することを意図した者，またすべての状況を考慮して人種的憎悪の扇動の蓋然性がある場合を

有罪」としている。同 １7 条によれば，「『人種的憎悪』とは，皮膚の色，人種，（市民権を含む）国籍，

民族的・国民的出自によって定義される集団に対する憎悪を意味する」。また，人種的憎悪扇動罪よ

りも厳格な要件を課し，脅迫的な場合に限定するものの，200６ 年から宗教的憎悪の扇動罪を，200８

年からは性的指向に基づく憎悪の扇動罪を加え，同 2９Ｂ条１項において「脅迫的な言葉もしくは行

為，または脅迫的な文書を示すことにより，宗教的憎悪または性的指向に基づく憎悪を扇動するこ

とを意図した者は，有罪」としている ＊１８。

スウェーデンでは，刑法 １６ 章８条において，民族集団脅迫・侮辱罪を定めている。「頒布される

言論・声明の中で，人種，皮膚の色，国民的・民族的出身，宗教的信条または性的指向と結びつけ

て民族集団・その他の集団に対し威嚇・侮辱する者は，民族集団への迫害として２年以下の自由刑

または罰金に処す。罪が重大な場合は，６カ月以上４年以下の自由刑に処す。罪が重大か否かの判

断は，言論が特に威嚇的・侵害的内容をもち，かつ重要な注意をひくような方法で多数の人に頒布

されたか否かについて特に考慮しなければならない」と定めている。民族集団だけではなく，2002

年からは，性的指向と結びつくその他の集団に対する罪にも拡大している ＊１９。ヨーロッパ人権裁判

所は，同性愛嫌悪の内容のリーフレットを高校のロッカーに配布した者にスウェーデンの最高裁が

罰金や奉仕活動を命じたことは，他の者の信用や権利の保護の目的と比例的であり，民主的社会に

必要な表現の自由の制限であることが正当化されるという（Vejdeland and Others v. Sweden ［20１2］ 

ECHR 242）＊20。

フランスでは，１９72 年に改正された出版自由法において「出生または特定の民族・国民・人種・

宗教への帰属の有無」を理由とする，あるいは 2004 年の同法改正からは「性別・性的指向・性自

認・障碍」を理由とする，個人・集団に対する差別・憎悪・暴力の扇動罪，同様の個人・集団に対

する名誉棄損罪およびホロコーストの否定には，１年の拘禁および４万 5000 ユーロの罰金あるい
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はそのいずれかが科される（24 条および ３2 条）。また，同様の個人・集団に対する侮辱罪には，６カ

月の拘禁および２万 2500 ユーロの罰金あるいはそのいずれかが科される（３３ 条）。ホロコーストを

否定する雑誌のインタビュー記事に関し，発言者と編集者が有罪とされた事件について，自由権規

約委員会は，ユダヤ人コミュニティが反ユダヤ主義の雰囲気を恐れることなく自由に生きていくと

いう正当な目的のため，他者の利益または共同体全体の利益にかなうので，自由権規約 １９ 条３項

の下の表現の自由の制約として許されるとした（Robert Faurisson v. France ［１９９６］， para.9.6）。

カナダでは ＊2１，１９70 年に改正された刑法 ３１９ 条１項が「憎悪の公的扇動罪」を定めた。「公共の

場所において伝達可能な発言を行うことにより，識別可能な集団に対する憎悪を扇動する者は，何

人も，扇動が治安紊乱につながる可能性が高いときは， ⒜ 陪審裁判により有罪とし，２年以下の

拘禁刑に処すか， ⒝ 略式裁判により有罪とする」。また，同２項が「故意による憎悪助長罪」を定

め，「伝達可能な発言（私的会話におけるものを除く）を行うことにより，識別可能な集団に対する憎

悪を助長する者は，何人も， ⒜ 陪審裁判により有罪とし，２年以下の拘禁刑に処すか， ⒝  略式裁

判により有罪とする」。ただし，３項が免責規定を定めており， ⒜ 真実性の証明があるとき， ⒝

宗教に関する見解を誠実に論証しようとしているとき， ⒞ 公共の利益のために発言がなされてい

るとき， ⒟ 憎悪感情をなくす目的で誠実に指摘しているときは，発言を処罰しない。「識別可能な

集団」とは，同 ３１８ 条４項により，「皮膚の色，人種，宗教，民族的出身または性的指向によって

区別される」集団をさす。カナダでは，高校教師が，ホロコースト（ナチスによるユダヤ人の大量虐殺）

はユダヤ人が同情をひくためのつくり話であり，ユダヤ人の不誠実さ，残虐さなどを説く授業を行

い，その点を試験で出題し，彼の考えに反する生徒の答案には低い評価を与えたことが問題となっ

た。「私的会話以外の伝達可能な発言により，いずれかの識別可能な集団に対する故意による憎悪の

助長」を禁じる刑法 2８１ 条２項２号違反（現 ３１９ 条２項）の罪に問われたので，同規定が表現の自由

を定めるカナダの人権憲章２条 ⒝ 等に反するかが裁判で争われた。連邦最高裁は，ヘイトスピー

チを処罰する刑法のこの規定は，表現の自由を制限しているが，憎悪宣伝の害悪を防止する目的の

ために刑事罰を科す手段は合理的関連性を有し，私的会話を処罰対象から除き，故意に限定してい

るなど必要最小限性を有するとして，比例的であり，正当なものであると判示した（R v. Keegstra, 3 

S. C. R.６９7 ［１９９0］）。

一方，アメリカの連邦最高裁は，十字架焼却を罰する州法が人種等の一定の観点からの表現内容

を差別的に規制する（観点差別ないし内容差別の）場合は厳格な審査基準に照らし，違憲となるとして，

ヘイトスピーチ規制には消極的である（R.A.V. v. St. Paul, 505 U.S. ３77 ［１９９2］）。ただし，（人種等の理由

に限定するのでも，イデオロギーの表明としての儀式でもなく，暴力の象徴としての十字架焼却などの）違法

な暴力行為を加える意図を特定の集団に伝える「真の脅迫」ならば，処罰可能としている（Virginia 

v. Black, 5３８ U.S. ３4３ ［200３］）＊22。また（猥褻，名誉棄損に加え），侮辱的ないし「けんか言葉」，すなわち

「発せられた言葉によって精神的傷害を生じさせ，あるいは即時的な治安妨害を引き起こす傾向の

ある言葉」は，社会的価値が低いとして処罰可能としている（Chaplinsky v. New Hampshire, ３１5 U.S. 

5６８ ［１９42］）。さらに，暴力的な違法行為の唱導を「明白かつ現在の危険」の基準を用いて「差し迫っ

た」違法行為の「蓋然性」がある場合にだけ，処罰可能としている（Brandenburg v. Ohio, ３９5 U.S. 
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444 ［１９６９］）。そして，ジェノサイドの扇動への罰則規定は上述したが，アメリカの州法では，ヘイ

トスピーチに対する罰則を規定する集団的名誉棄損に関する法律が，一部に残っているのも現状で

ある ＊2３。

その他の国々にも，ヘイトスピーチ規制を定めている国は多い（前田， 20１5）。たとえば，集団的

名誉棄損の規定は，オランダ，スロバキア，スペイン，イスラエル，コートジボワールなどにもあ

り，憎悪唱導の禁止規定は，ベルギー，ボリビア，キューバ，クロアチア，デンマーク，エクアド

ル，ギリシア，インドネシア，イタリア，ノルウェー，ルワンダ，トルコ，オーストラリア，メキ

シコ，ハンガリー，インドなどにもあり，憎悪扇動の禁止規定は，アゼルバイジャン，バングラデ

シュ，中国，東ティモール，アイルランド，ケニア，キルギスタン，リトアニア，マケドニア，マ

レーシア，パキスタン，ロシア，シンガポール，スイス，ウルグアイ，ウズベキスタン，ベトナム，

南アフリカなどにもある（Brown， 20１5）。扇動の場合の最長刑期は，３カ月から １5 年までと多様で

あるが，２年や３年の国が多い（Temperman， 20１5：３4３－３44）。ＥＵ加盟国は，200８ 年の「特定の形

態・表現による人種主義・排外主義を，刑法で対処することに関するＥＵ理事会の枠組決定」１条・

３条により「人種・皮膚の色・宗教・血統・国民的民族的出自に言及して定義された集団やその集

団の個人に対する暴力や憎悪の公の扇動」などに実効性・比例性・抑止力を備えた「刑事罰」を確

保する必要な措置を 20１0 年 １１ 月 2８ 日までにとることが定められている（EU Council Framework 

Decision 200８）。20１4 年の報告書によれば，１2 カ国（ベルギー，ドイツ，ギリシア，フランス，クロアチ

ア，キプロス，リトアニア，ルクセンブルク，マルタ，オーストリア，ポルトガル，スロバキア）では，集団

と個々のメンバーの両方を扇動の被害者とし，オランダは憎悪の扇動は諸個人，暴力の扇動は個人

と定めているのに対し，８カ国（チェコ，デンマーク，アイルランド，エストニア，ハンガリー，ルーマニ

ア，フィンランド，スウェーデン）では，集団だけであり，イギリスの報告はこの点を明確にしておら

ず，ブルガリア，ラトビア，ポーランドは，集団や個人に対する行為を，エストニアは個人に対す

る扇動を処罰するとある（European Commission， 20１4：4）。

先進民主主義国の中では，例外的に ＊24，アメリカで有力なヘイトスピーチ規制の消極論の根拠は，

「思想の自由市場」の理念であり，言論に対しては，国の規制は萎縮的効果を伴うので，個人の対抗

言論で対応すべきといい，特定の民族などに対するヘイトスピーチの規制は観点差別にあたるとい

う。一方，ヨーロッパ諸国やカナダなどでは，民族等の憎悪扇動や集団的な侮辱表現を防止する目

的にとって，刑事罰を科す手段も合理的な関連性があり，必要最小限の規制は許されるとの立場に

立つ。アメリカでは，平等よりも自由に重きを置くため，ヘイトスピーチ規制に消極的であり，相

対的に，自由よりも平等に重きを置くヨーロッパ諸国では，ヘイトスピーチ規制に積極的な傾向が

ある（Heinze， 20１６：No. ３4１３）＊25。アメリカが自由に強い愛着をもち，ヨーロッパ大陸が個人の名誉

と尊厳をより重視するという説明よりも，アメリカが公民権運動に強く影響された歴史的転換点に

特異な軌道の理由を求める見解もある（ブライシュ， 20１4：2３８－240）。両者の政治文化，（憲法などの）

基本的な法規定，裁判規範の違いによる（Bleich， 20１5：１24）。日本の憲法は，１３ 条の人間の尊厳に

留意すれば，むしろヨーロッパに近い。
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４　日本の法令の課題

法務省人権擁護局によれば，20１2 年４月から 20１5 年９月までにヘイトスピーチを伴うデモ等が

全国で １１52 件あったという（阿部， 20１６：１）。このことは，ヘイトスピーチ規制のための十分な立

法事実が現在の日本にあることを物語っている。

20１5 年５月に野党の議員からなる議員発議により「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策

の推進に関する法律案」が衆議院に提出された。同法案の目的は，「人種等を理由とする差別の撤廃

のための施策を総合的かつ一体的に推進すること」にある（１条）。差別事由として，「人種等」と

は，「人種，皮膚の色，世系又は民族的若しくは種族的出身をいう」（２条２項）。ここでの「人種等」

という内容は，人種差別撤廃条約１条の「人種差別」の定義に由来するものと思われる。「人種等」

という表現は，2002 年の人権擁護法案２条５項にもみられるが，そこでの内容は，より広く「人種，

民族，信条，性別，社会的身分，門地，障害，疾病又は性的指向」を含んでいた。他方，20１2 年の

人権委員会設置法案では，同様の内容を含んでいるが，「人種等」という表現はない。人種的偏見に

基づく差別としての人種差別は存在するものの，１９7８ 年のユネスコの「人権および人種差別に関す

る宣言」１条にもあるように，人類は１つの種であり，人種の存在を前提とする法令用語は避けた

方が適当であろう。たとえば，スウェーデンの差別禁止法５条３項では「民族的属性」を「民族的

若しくは種族的出身，皮膚の色，その他の類似の状況」と定め，フィンランドの差別禁止法８条１

項では「出自」と定めるだけで，人種という用語の使用を回避している。法律のタイトルに「人種

等」を理由とする差別をかかげることが，かえって人種が存在するかのような誤った過去の学説を

広める効果が懸念される。「人種等」の表現を「人種差別」に置き換えたり，「民族差別」をタイト

ルとしたりする工夫が検討されるとよい。この法案によれば，政府は，人種等差別防止政策審議会

の意見を聴いて，差別防止の基本方針を閣議決定し，必要な財政措置を施し，年次報告書を国会に

提出するとある（７～９条）。

一方，20１６ 年４月に与党の議員からなる議員発議として，「本邦外出身者に対する不当な差別的

言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」案が提案され，同年５月に「不当な差別的言動」の

定義に「著しく侮蔑する」行為も含める旨の修正案が可決・制定された。ここでの「本邦外出身者」

とは，「本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するも

の」をさす。この対象範囲は，自由権規約 20 条・人種差別撤廃条約１条・４条よりも狭い。アイ

ヌ民族をはじめ，より広い民族的・人種的・宗教的憎悪の唱道に対応する規制が必要であろう。人

種差別撤廃委員会の一般的勧告にもあるように，「人種差別に対する立法上の保障が，出入国管理法

令上の地位にかかわりなく市民でない者に適用されることを確保すること，および立法の実施が市

民でない者に差別的な効果をもつことがないよう確保すること」が条約の趣旨である ＊2６。したがっ

て，「適法に居住するもの」に対象を限定する法案は，人種差別撤廃条約の趣旨に反する。法自らが

差別を強化し，条約に反しかねない事態さえ招いている（斎藤， 20１６：９4）。この点，参議院法務委員

会では，本法の趣旨・憲法・人種差別撤廃条約の精神に鑑み適切に対処する旨の付帯決議が採択さ
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れたので ＊27，入管法上の適法な居住資格にかかわらず，より広い民族的・人種的憎悪に対処するこ

とが望まれる。また，国の責務は，相談体制の整備・教育の充実・啓発活動が主な内容であり，自

治体の措置は，努力義務とされているにすぎず，差別規制法としての実体を欠く問題がある。

他方，自治体においては全国ではじめて，20１６ 年１月 １5 日に大阪市が「大阪市ヘイトスピーチ

への対処に関する条例」を市議会で可決し，同 １８ 日に一部施行され，同年７月１日に全面施行さ

れた。この条例案の目的は，「ヘイトスピーチの抑止を図ること」にある（１条）。「ヘイトスピーチ」

とは，「表現活動」の「目的」が「人種又は民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人の属

する集団｣ について，「社会から排除する」，「権利又は自由を制限する」，または「憎悪若しくは差

別の意識又は暴力をあおる」ものであり，「内容」が「相当程度侮蔑し又は誹謗中傷する」，または

「脅威を感じさせる」ものであり，「方法」として「不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に

置く」ものと定義する。規制対象とされる「表現活動」は，「印刷物」，「光ディスク」その他の物の

販売・頒布・上映，「インターネット」その他の文書図画・画像等を不特定多数の者による閲覧・視

聴ができる状態に置くこと，「その他の表現活動の内容を拡散する活動」を含む（２条）。市は，啓

発活動を行う（３条）。市長は，（中立的な第三者機関としての）ヘイトスピーチ審査会の意見を聴取し，

ヘイトスピーチの拡散防止に必要な措置をとり，氏名・名称を公表する（４～７条）。市議会が審査

会委員の同意の要件を追加修正し，（税の執行のあり方，貸付・返還免除の制度設計のあり方への議論もあ

り）訴訟支援のための訴訟費用の貸付けの規定を削除した ＊2８。大阪市の担当部局の聞き取り調査

によれば，表現の自由との関係でデモなどの表現活動の事前規制は考えておらず，事後規制として

プロバイダー等への削除要請・掲示物の撤去要請などの拡散防止措置を行う。公表を望むヘイトス

ピーチ団体の公表などは，公表の仕方を検討するという問題も予測される。

なお，宗教差別が明示されていないので，反ユダヤ主義やイスラム嫌悪を人種等の差別に含める

ことができるのかという問題もある。人種差別撤廃委員会は，個人通報の事例では，ムスリムへの

憎悪は，宗教だけに基づく差別であり，人種差別撤廃条約４条の直接の規制対象とは区別する ＊2９。

しかし，宗教指導者に対する批判や宗教の教義に対する意見は禁止も処罰もされるべきではないこ

とを認めつつも ＊３0，多数派とは異なる宗教を信仰または実践する特定の種族的集団に属する人々

に向けられたヘイトスピーチにも注目してきた ＊３１。民族性と宗教とがオーバーラップし，交差性を

有する場合があり，ユダヤ教徒やシク教徒やムスリムの民族的少数者のタタールに対する差別を各

国の報告書に対する総括所見では指摘している（Thornberry， 20１６：2８３）。要は，異なった出身から

なるムスリムの場合でも，宗教だけに対する差別ではなく，宗教と国民的・民族的出身の交わる複

合差別といえるかどうかが人種差別撤廃条約では問題となる。他方，自由権規約 20 条の方は，宗

教的憎悪の唱道も明示の禁止対象としている。人種差別と宗教差別が交差する人種主義的ヘイトス

ピーチの禁止も現代社会では求められている。

５　おわりに：包括的な差別禁止法の必要性

一般に，民主国家では差別禁止法制が整備されている。ＥＵ 2８ カ国，ノルウェー，スイス，アイ
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スランド，トルコ，カナダ，アメリカ，オーストラリア，ニュージーランド，韓国および日本の ３８

カ国において，（ＥＵ諸国ではＥＵ市民を除く）正規滞在外国人の権利保障について，労働市場，家族結

合，教育，保健と医療，政治参加，永住許可，国籍取得，差別禁止の８分野を指数評価する「移民

統合政策指数」の調査がある（MIPEX， 20１5）＊３2。日本とスイスとトルコとアイスランドを除き，多

くの国では，特別な差別禁止法や独立した平等機関がある。表１のように，差別禁止の総合評価と

しては，日本は，３８ カ国中，３7 番目である（今回はじめて参加した最下位のアイスランドが低い評価と

なっているのは，特別な差別禁止法がないことを消極的に評価しているからであり，２回目の評価から日本が他

国の評価方法に倣ったように個別の法律にある差別禁止の内容を積極的に評価し直せば，結果は変わってくるよ

うに思われる。たとえば，ヘイトスピーチ規制の関連では，アイスランドの刑法 2３３a. 条では，国籍・皮膚の色・

人種・宗教・性的指向・性自認を理由として人や人の集団を嘲り，中傷し，侮辱し，脅迫し，または暴行を加え

た者は，罰金または２年以下の禁固に処すと定めている）。

細かく４つの面でみると，第１に，定義の面では，民族・人種・宗教・国籍上の差別からの保

護が十分ではなく，日本は，憲法や人権条約や民法の一般条項を通じた司法解釈によるほかないと

いった問題がある。大半の国はヘイトスピーチ規制を備えており，差別禁止法の内容が，人種・民

族，宗教・信条または国籍に基づく暴力・憎悪・差別の扇動の禁止，人種・宗教に動機づけられた

公での侮辱・脅迫・名誉棄損の禁止，その種の攻撃の開始・助言・扇動・教唆の禁止，人種的なプ

ロファイリングの禁止を含むかという質問項目もある ＊３３。第２に，適用範囲の面では，日本は，入

居差別等を禁止する法規定がない。第３に，実施メカニズムの面では，日本は，訴訟支援，挙証責

任の転換などがない問題がある。第４に，平等政策の面では，代理訴訟，調査をする独立の平等機

関の設置，公的機関への平等促進の義務づけ，積極的差別是正措置なども今後の日本の課題である。

大阪市の条例案が，当初，訴訟支援の内容をもっていたように，差別の解消のために行政の果たす

表１　38 カ国の差別禁止法制の総合評価（MIPEX 2014）
順 位 国 名 指 数 順 位 国 名 指 数 順 位 国 名 指 数

1 カナダ 92 14 オランダ 73 27 デンマーク 50
2 アメリカ 90 15 スロバキア 72 27 キプロス 50
3 ブルガリア 89 16 スロベニア 67 29 ルクセンブルク 49
4 ポルトガル 88 17 アイルランド 66 29 スペイン 49
5 イギリス 85 18 イタリア 61 31 チェコ 48
5 スウェーデン 85 18 クロアチア 61 32 リトアニア 43
7 ハンガリー 83 20 ギリシア 60 33 ラトビア 34
8 ニュージーランド 79 21 ノルウェー 59 34 エストニア 32
9 ベルギー 78 22 ドイツ 58 35 スイス 31
9 ルーマニア 78 23 オーストリア 57 36 トルコ 26

11 フィンランド 77 24 ポーランド 52 37 日本 22
11 フランス 77 24 韓国 52 38 アイスランド 5
13 オーストラリア 74 26 マルタ 51
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べき役割は少なくない。国連の表現の自由に関する特別報告者が勧告しているように（Kaye， 20１６），

まずは差別禁止法を制定すべきである。

以上，本稿は，ヘイトスピーチをめぐる人権条約，憲法上の議論を検討し，諸外国の規制状況を

考察し，日本の法整備の問題に言及しながら，包括的な差別禁止法の必要性を改めて確認するもの

である。また，人間の尊厳類似の憲法規定を有する日本では，憲法「2１ 条と結びついた １３ 条」が，

ヘイトスピーチによって人間の尊厳を侵されない自由を保障していることに目を向けるべきである。

＊１ すでに世界人権宣言７条により，差別に対する平等な保護だけでなく，差別の「扇動」に対する平等な保護を定
めている。

＊2 また，20 条の戦争宣伝と憎悪唱導の禁止が採択されたことは，条約のうちで，生命への権利（６条）と差別禁止
（２条１項および 2６ 条）の方が，表現の自由のような政治的権利よりも優越し，保障すべき特別な積極的義務が
あることを意味しているとも解しうる（Nowak， 2005：47１）。

＊３ 自由権規約委員会・一般的意見 １１（１９８３ 年７月 2９ 日）２段落。
＊4 たとえば，Ross v. Canada（2000）では，カナダの人権章典に基づき，調査委員会は，ユダヤ人に対する憎悪唱

導により教師の解職を命じている。
＊5 アメリカは，上院の承認の際に４条の義務を受け入れないという留保と，人種差別撤廃条約の規定がアメリカ国

内では自動執行力をもたないなどの解釈宣言をしている。イギリスやフランスは，表現の自由などとの整合性を
もたない差別禁止立法の義務を課されるものではないとの解釈宣言をしている。

＊６ 人種差別撤廃条約に関する第１回および第２回報告（１９９９ 年６月）。
＊7 人種差別撤廃委員会・総括所見（200１ 年３月 20 日）１１ ～ １2 段落。
＊８ アメリカは，20 条が言論・結社の自由を制約する法律や措置を許可・要請するものでないとの留保をつけ，自由

権規約１条から 27 条までの規定が自動執行力をもたない旨を解釈宣言している。
＊９ 自由権規約２条２項では「この規約の各締約国は，立法措置その他の措置がまだとられていない場合には，この

規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため，自国の憲法上の手続及
びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する」とある。締約国が類似の「積極的な措置をとるこ
とを約束する」規定は，人種差別撤廃条約４条にもある。

＊１0 金（20１６：5８－70）は，憲法 １３ 条の個人の尊重が「人間の尊厳」を意味するものではないとの立場から，ヘイト
スピーチの規制の保護法益を憲法 １4 条に基づく「人間の人間としての平等」原理に求める。しかし，類似の憲
法の平等保護条項をもちながら，ヘイトスピーチ規制に消極的なアメリカの現状との関係では，説得力が十分で
ないように思われる。

＊１１ 日米の憲法のテクスト構造の違いについては，川岸（200６：2９0）を参照。なお，日本国憲法 2１ 条の表現の自由
は合衆国憲法修正１条と同様，制限を付すことなく無条件に保障しているとの見解もあるが（横田， １９９６：7３4），
日米の憲法判例にあるように，猥褻，扇動，名誉棄損などの場合の表現は制約可能である。

＊１2 たとえば，ハーバード大学では，Racial Harassment と Sexual and Gender-Based Harassment が禁止されて
いる。１９６4 年の市民的権利法７編では，人種・皮膚の色・宗教・性別・ナショナルオリジンに基づく雇用差別を
禁じており，アメリカの雇用機会均等委員会は，（40 歳以上の）年齢，障碍，遺伝情報をも含む職場でのハラス
メントを今日禁じている。Brown（20１5：３３－３4）を参照。

＊１３ 京都朝鮮学校襲撃事件・京都地判 20１１（平成 2３）年４月 2１ 日 LEX/DB 25471643，同・大阪高判 20１１（平成
2３）年 １0 月 2８ 日 LEX/DB 25480227，同・最判 20１2（平成 24）年２月 2３ 日 LEX/DB 25480570。

＊１4 以下の民事事件の最高裁判決の中でも紹介されているが，１９８８ 年の人種差別撤廃員会（20１0 年 １0 月 20 日 １９ 段
落）において，日本政府は，「犯罪の人種的動機は，法律に明記されていなくても，レイシズムの事件においては，
裁判官がしばしばその悪意の観点から参照し，それが量刑の重さに反映される」と答弁していることは留意すべ
きである。
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＊１5 ヘイトスピーチ街頭宣伝差止等請求事件・京都地判 20１３（平成 25）年 １0 月７日判時 220８ 号 74 頁，同・大阪
高判 20１4（平成 2６）年７月８日判時 22３2 号 ３4 頁，同・最決 20１4（平成 2６）年 １2 月９日 LEX/DB 25505638。
１22６ 万 ３１40 円の損害賠償や差止を認めた。

＊１６ 横浜地判 20１６（平成 2８）年６月２日判時 22９６ 号 １4 頁。
＊１7 政見放送削除事件・最判 １９９0（平成２）年４月 １7 日民集 44 巻３号 547 頁。
＊１８ 「『宗教的憎悪』とは，宗教的信仰またはその欠如によって定義される集団に対する憎悪を意味する」（同 2９Ａ条）。

また「『性的指向に基づく憎悪』とは，性的指向によって定義される集団（同性の者，異性の者またはその両者の
いずれに対するものかを問わず）に対する憎悪を意味する」（同 2９ＡＢ条）。

＊１９ すでに １９4８ 年に国民的・民族的集団に対する扇動の規制があり，その後，人種差別撤廃条約の影響から人種や
皮膚の色に拡充した。

＊20 谷口（20１2：１３１－１３３）を参照。
＊2１ １９77 年に制定された人権法の １３ 条１項は，電話や通信システムを介し，人種や宗教などの禁止された差別事由

に基づいて識別可能な個人や集団に対し，憎悪や侮辱にさらす蓋然性のある事柄を繰り返し伝達することを差別
行為として禁止し，１９９８ 年からは罰金を科すようになった。たとえば，Canada（Human Rights Commission）
v. Taylor, ［１９９0］3 S.C.R. ８９2 では，白人優越主義政党はユダヤ人に対し侮辱的な録音メッセージを伝える電話
サービスを提供していたため，同項違反として人権審判所より電話サービスの提供を中止するよう命じられ，こ
れを不服とする同党党首の Taylor の訴えに対し，連邦最高裁は，同項は表現の自由を制約するものの，立法目
的の重要性，規制手段との間の合理的関連性を認め，正当化しうるとして，合憲と判断している。しかし，20１4
年になると，連邦議会は，同項が差別行為を広範に禁止し，罰則を課すことは違憲であるとして，同項を廃止し
た。

＊22 人種等の理由に言及することなく，十字架焼却による脅迫を罰する規定部分を合憲とし，Ｋ．Ｋ．Ｋ．の被告の場合は，
十字架焼却が儀式として行われることが多いので無罪とした原審の判断をこの点でのみ支持し，隣人の苦情に対
する報復的な十字架焼却の場合は，真の脅迫に当たるとして原審に差し戻した。

＊2３ マサチューセッツ州一般法 272 章 ９８c 条では，「人種・肌の色・宗教のためにマサチューセッツ州において人
の集団に対する憎悪を促進する目的で悪意をもって虚偽の文書・印刷物を出版した者は，名誉毀損の罪により，
１000 ドル以下の罰金，１年未満の禁固，またはその両方の刑に処す。被告は，出版物が免責特権を有するとか，
悪意のあるものではなかったことを抗弁することができる」と定めている。ミネソタ州法 ６0９．7６5 条では，「１
定義：名誉棄損は，個人・集団・階級・団体を憎悪・侮蔑・嘲笑・不名誉・社会的評価の低下・営業や職業への
侮辱にさらすことである。２　構成行為。名誉棄損的な知識をもって，口頭・書面・その他の手段により，誹謗
された人の同意なしに，第３者に名誉棄損の内容を伝える者は，名誉棄損の罪により，１年未満の禁固，３000 ド
ル以下の罰金，またはその両方の刑に処す」とある。また，類似の規定は，モンタナ州法 45－８－2１2 条にもある。

＊24 ヨーロッパにあっては，ハンガリーも例外的に，憎悪の扇動が（アメリカ流の）「明白かつ現在の危険」を生む
ことを要件とする暴力の扇動の基準を憲法裁判所が採用している。Rosenfeld（20１2：272）を参照。しかし，刑
法 2６９ 条１項が民族その他の集団への憎悪の扇動を禁止していることは合憲とするなど，「内容に基づく規制」は，
認められている。Molnar（200９：24９）および Koltay（20１4：7， １0）を参照。

＊25 Kindle 版の電子書籍では，頁が明示されていない場合があり，代わりに No. が該当部分を明示している。
＊2６ 人種差別撤廃委員会・一般的勧告 ３0（2004 年８月５日）７段落。
＊27 自治体も国と同様に取り組む，インターネット上の対策にも取り組む旨の付帯決議もしている。
＊2８ 大阪市の条例制定担当者からのヒアリングによる。また，文（20１６：75）参照。
＊2９ PSN v. Denmark（2007）， para.6.3.
＊３0 窪（20１4：5９）も，参照。
＊３１ 人種差別 2８３ 撤廃委員会・一般的勧告 ３5（20１３ 年９月 2６ 日）６段落。
＊３2 近藤（20１7）参照。また，３回目の 20１0 年度の調査結果を比較したものとして，近藤（20１2）参照。
＊３３ ４つをすべて含む，アメリカ（ヘイトクライムのみ），イギリス，カナダ，フランス，スウェーデン，オースト

ラリア，ハンガリー，オランダ，スロベニア。人種的プロファイリング禁止以外の３つを含む，ドイツ，フィン
ランド，オーストリア，ベルギー，ブルガリア，クロアチア，チェコ，デンマーク，ギリシア，イタリア，リト
アニア，ルクセンブルク，マルタ，ニュージーランド，ノルウェー，ポーランド，ポルトガル，ルーマニア，ス
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ロバキア，スペイン，スイス，トルコ。上記の２つまたはそれよりも少ない内容である，日本，韓国，キプロス，
エストニア，アイスランド，アイルランド，ラトビア。
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The Government of Japan has an obligation to enact anti-hate speech laws based on Article 

20 of the ICCPR (prohibition against advocacy of national, racial or religious hatred) and 

Article 4 (c) of the ICERD (preventing public authorities or public institutions, national or 

local, to promote or incite racial discrimination), although it has reserved Article 4 (a) and 

(b) of the latter.  If we interpret the Constitution of Japan in conformity with International 

Human Rights Treaties, ＂Article 13 in conjunction with Article 21 of the Constitution＂ 

guarantee freedom from infringement of human dignity through hate speech, incitement with 

a clear and present danger, and true intimidation of illegal violence.  Criminal penalties are 

permitted in the cases above.  It is also important to enact legal provisions for administrative 

measures to prevent hate speech and to regulate against ethnic harassment in work places 

and universities.  This paper will analyze hate speech regulations in foreign countries such as 

Germany, the UK, Sweden, France, Canada and the USA, and discuss the challenges of, and 

prospects for regulations in Japan.


